
                            2021 年 7 月 15 日

中国電力株式会社御中

                    上関原発を建てさせない祝島島民の会

                                代表 清水 敏保

      「 調 査 場 所 付 近 に おら れ る 皆 様 へ」 へ の 反 論

貴 社が 示 さ れた 「 調 査 場所 付 近 にお ら れ る 皆様 へ 」 と題 す る 文 書に つ い て、 下

記の と おり 反 論い た しま す 。

記

1．「 調査 場所 付近 に おら れる 皆様 へ」 に は、「平 成 26 年６ 月、 祝島 の方 々と 中 国電 力

は裁 判上 の和 解を し てお り、 中国 電 力が 埋 立工 事施 行区 域 1内で 行う 地質 調査 に 関し

て 、漁 船等 の船 舶を 進 入・係 留し て同 調 査 を妨 げな いと いう お 約束 をし てい た だい て

いま す」 とし て、 中 国電 力と 祝島 漁 民と の 和解 の内 容を 記し た 山口 地裁 平成 26 年 6

月 11 日審尋 調 書が 添付 され てい る 。

2．当該 審 尋調 書に 記さ れて い る和 解条 項に は、 次の とお り記 さ れて いる 。

2.申立人らと被申立人は、被申立人が、本件公有水面につき、有効な公有水面埋立法による

免許に基づき、適法に埋立てに関する工事を再開したときは、申立人らが被申立人に対し、本

件仮処分決定主文第 1 項の不作為義務を負うことを確認する。 2

３ ．上 掲和 解条 項に 示 され てい るよ うに 、中 国電 力が 、「 適法 に埋 立て に関 す る工 事を 再
．．．．．．．．．．．．．．

開し たと き
．．．．．

」 は
．．

、 祝 島漁 民は 中国 電 力に 対 し上 記不 作為 義務 を 負う 。

４．とこ ろ で、適 法に 埋立 工事 がな さ れる には「事 業 者と 公の 関係 」にお いて 埋 立免 許

が出 され るだ けで な く、「 事業 者と 民の 関係 」に おい て損 失補 償 がな され るこ と が必

要で ある 。 3

同様 に、 適法 にボ ー リン グ調 査が な され る には 、「 事 業者 と公 の関 係 」に おい て一

般海 域占 用許 可が 出 され るだ けで な く、「事 業者 と民 の関 係」 に おい て損 失補 償 がな

され るこ とが 必要 で ある 。

５．しか るに 、本 件 ボー リン グ調 査に お い ては 、祝 島漁 民へ の 損失 補償 は一 切 なさ れ て

い ない 。

  した がっ て 、本件 ボー リン グ調 査 は適 法に なさ れて おら ず 、祝島 漁民 が上 記 不作 為

義務 を負 うこ とは 全 くな い。

                                 以 上

1 原文のまま。正しくは「埋立施行区域」。
2 申立人は祝島漁民、被申立人は中国電力である。
3 公有水面埋立法８条に示されている。ちなみに、公有水面埋立法では水面権者に対する補償の必

要性のみを規定しているが、他の財産権の権利者に対しても補償が必要なことは、国会答弁にも示さ

れている(熊本一規『漁業権とはなにか』55 頁参照)


